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１．計画策定の趣旨 

認知症、知的障がいその他の精神上の障がいがあることにより財産の管理又

は日常生活等に支障がある方を社会全体で支え合うことが、高齢社会における

喫緊の課題となる一方、こうした方の生活を支える重要な手段である成年後見

制度が十分に利用されていないことから、平成２８年、成年後見制度の利用の

促進に関する法律（以下、「促進法」という。）が制定されました。 

促進法の施行を受けて、国では平成２９年に成年後見制度利用促進基本計画

（以下、「国計画」という。）を閣議決定し、全国どの地域においても必要な

人が成年後見制度を利用できるよう、各地域において権利擁護支援の地域連携

ネットワークの構築を図ることを求めています。 

本市においてもこうした状況をうけて、必要としている人が制度を利用でき

るよう、本市の実情に応じた成年後見制度利用促進施策をすすめるため策定す

るものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

〇促進法に基づく市町村成年後見制度利用促進基本計画としての位置づけ 

促進法第１４条第１項の規定に基づき、国計画を勘案し、市町村成年後見制

度利用促進基本計画として定めるものです。 

〇第４期酒田市地域福祉計画としての位置づけ 

第４期酒田市地域福祉計画と一体の計画として位置づけて進めていくもので

す。 

 

３．計画の期間 

令和４年度（２０２２年度）から令和８年度（２０２６年度）までの５年間

とします。 

 

４．計画の基本方針 

 促進法の基本理念、国計画の基本的な考え方を踏まえ、本市の実情に応じた

成年後見制度の利用促進施策を推進していくこととします。 
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５ 現状と課題 

 市民アンケートや、関係団体による「酒田市成年後見制度利用促進計画策定

のための意見交換会」を開催し、酒田市の課題や計画へ盛り込むべき事項につ

いて確認しました。 

〇市民アンケートでは、成年後見制度について、制度内容も含めて知っている

と回答した方は３４．２％にとどまっています。成年後見制度の利用の促

進・充実を図っていくためには、制度のわかりやすい広報や周知活動による

理解の浸透が必要、との回答が上位となっています。制度が市民の間に浸透

していない現状を見据え、広報や周知活動による制度理解の浸透が求められ

ています。また、成年後見制度の利用の促進と充実を図っていくためには、

制度の内容や利用を相談できる専門の相談窓口の設置が必要との回答が上位

となっており、相談窓口の設置と相談員の資質向上が必要です。 

〇今後、認知症高齢者の増加や家族形態の変化により制度の利用者は増加する

と思われますが、一人が受け持つことのできる数は限られています。社会福

祉協議会や弁護士会、司法書士会、社会福祉士会の会員による受任だけでな

く、市民後見人等の担い手の育成と受任者の確保、さらに受任者調整を行い

効率的に決めることのできる場づくりが課題となっています。 

〇身寄りのない人、身寄りに頼れない人への支援としての市長申立の相談件数

は増加傾向にありますが、相談から申し立てまでが長期化しています。虐待

ケースでの審判前の保全処分や措置入所などの適切な利用や、市長申立につ

いての取り扱いを整理したうえでの迅速で適切なサポートの実施とともに、

市民の制度理解を深めることで本人や親族による申立てを活用し、必要とす

る方が誰でも成年後見制度を利用できるよう、迅速な支援が求められていま

す。 

 

６．施策の柱と具体的施策 

以下の３つの柱について、本市をはじめ、国や県、酒田市社会福祉協議会並

びに関係機関等が連携して進めていきます。 
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（１）市民理解の深化と担い手確保 

①広報・周知 

〇成年後見制度の利用が円滑に進むよう、関係機関と連携し、パンフレッ

トの作成やセミナー等を開催し、任意後見制度等も含めた成年後見制度

の普及啓発を行います。 

②後見人受任者等の確保・支援 

  〇市民後見人の育成や法人後見の体制強化などを通じ、後見人等受任者を

確保します。また、現に後見人等を受任する親族後見人、専門職後見

人、法人後見の後見活動を支援します。 

 

（２）地域の相談支援体制整備 

①権利擁護の地域連携ネットワークの構築 

〇支援の必要な人の早期発見と情報共有を行うとともに、支援について 

協議し地域として協力してあたることのできる、関係機関の地域連携ネ

ットワークを構築します。 

②成年後見支援センターの設置 

〇本人や家族、後見人等や関係機関による相談に対応、受任者調整や後見

人支援を行い、地域連携ネットワークの事務局となる専門機関を設置し

ます。 

〇設置にあたっては、現に法人後見を実施し、相談や周知活動を行う酒田

市社会福祉協議会とその在り方などについて協議を進めます。 

 

（３）市長申立の実施と利用助成 

①市長申立の取り扱いの明確化 

〇身寄りのない人、身寄りに頼れない人への支援としての市長申立につい

て、利用しやすいよう取り扱いを明確化します。 

②利用助成の実施 

〇制度の利用が必要であるにもかかわらず、申し立てに必要な鑑定費用や

後見人等報酬を負担することが困難な要支援者に対して、費用助成を行

います。 
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≪参考≫ 

市長申立件数（酒田市） 

 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

合計 １０ ７ ６ １０ ８ 

後見 １０ ７ ５ ９ ６ 

保佐 ０ ０ １ １ １ 

補助 ０ ０ ０ ０ １ 

 

市長申立事案における後見人内訳（２年度まで累計、被後見人死亡を除く） 

親族 社会福祉士 弁護士 社会福祉協議会 司法書士 行政書士 

１ １５ ６ １２ ２ １ 

 

申立件数（山形家裁酒田支部管内） 

 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

合計 ２４ １８ ２１ ２７ ２２ 

後見 １９ １８ ２０ ２５ ２１ 

保佐 ５ ０ １ ２ ０ 

補助 ０ ０ ０ ０ １ 

 

福祉サービス利用援助事業利用者数数 

年度 平成２８年 平成２９年 平成３０年 令和元年 令和２年 

実績値 ９１ １０９ １２１ １３０ １２６ 

 

 

 


